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○釧路市港湾施設管理条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２２２号  

（目的）  

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、本市の管理する港湾施設の管

理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、その安全かつ効率的な

利用を図り、もって港湾の適正な運営に資することを目的とする。  

（用語）  

第２条 この条例において用いる用語は、別に定めるもののほか、港湾法（昭

和２５年法律第２１８号。以下「法」という。）において用いる用語の例

による。  

２  この条例において「港湾施設」とは、法第１２条第５項の規定に基づき

公示された施設をいう。  

（利用者の責務）  

第３条 港湾施設を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並び

に港湾に関する法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な利用に支障とな

らないようにするとともに、港湾環境の維持に努めなければならない。  

（通常使用）  

第４条 港湾施設は、当該港湾施設の目的（法第２条第５項各号に区分され

た港湾施設の目的をいう。以下同じ。）に従い、これを使用することがで

きる。  

（通常使用の許可）  

第５条 前条の規定により港湾施設（航路、道路その他市長が定める港湾施

設を除く。）を次により使用しようとする者は、規則で定めるところによ

り市長の許可を受けなければならない。  

（１） 一般使用（貨物の荷さばきその他の使用の目的に必要な範囲内で

使用することをいう。以下同じ。）  

（２） 専用使用（期間を限ってその期間が終了するまでの間、専用的に
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使用することをいう。以下同じ。）  

（許可の基準）  

第６条 市長は、前条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認め

る場合を除き、当該港湾施設の使用を許可しなければならない。  

（１） 申請者が、当該申請に係る港湾施設を使用するについて必要な免

許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。  

（２） 申請者が、この条例の規定により使用の取消しを受け、その取消

しのあった日から起算して２年を経過しないとき。  

（３） 申請に係る行為により、港湾施設が損傷し、又は汚損されるおそ

れがあるとき。  

（４） 当該港湾施設の能力に照らし適切でないとき。  

（５） 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特にその用途を定

めた場合にあっては、当該定められた用途に照らし適切でないと認めら

れるとき。  

（６） その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に著しく支障を与え

るおそれがあるとき。  

（一般使用の期間）  

第７条 市長は、一般使用の許可に当たっては１５日以内の使用期間を定め

るものとする。  

２  市長は、相当の理由があると認めるときは、前項の使用期間の延長を許

可することができる。  

（目的外使用の許可）  

第８条 港湾施設は、第４条の規定にかかわらず、規則で定めるところによ

り市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外に使用することができる。 

２  市長は、前項の許可の申請が次に該当すると認める場合を除き、許可を

してはならない。  

（１） 当該港湾施設の用途又は目的を妨げるおそれがないものであるこ

と。  
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（２） その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそ

れがないものであること。  

（占用の許可）  

第９条 港湾施設は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて、当該

港湾施設に工作物を設置する等により、その全部又は一部を占用すること

ができる。  

２  市長は、前項の許可の申請が次に該当すると認める場合を除き、許可を

してはならない。  

（１） 当該港湾施設の用途又は目的を妨げるおそれがないものであるこ

と。  

（２） 当該港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。 

（３） その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそ

れがないものであること。  

（許可の変更）  

第１０条  第５条、第８条第１項及び前条第１項の許可を受けた者が、当該

許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市

長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な事項については、この

限りでない。  

２  前項の許可の変更に当たっては、第５条による許可の変更については第

６条の規定を、第８条第１項による許可の変更については同条第２項の規

定を、前条第１項による許可の変更については同条第２項の規定を、それ

ぞれ準用する。  

（転貸等の禁止）  

第１１条  港湾施設の使用又は占用の許可を受けた者（以下「使用者等」と

いう。）は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させ、又は占用させ

てはならない。  

（使用料等の納入）  

第１２条  港湾施設の使用者等は、次に掲げる使用料又は占用料（以下「使
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用料等」という。）を納入しなければならない。  

（１） 岸壁使用料  

船舶総トン数１トン（１係留時）につき、次の表の区分に従い、それ

ぞれ定める額  

区分  係留時間  

１２時間まで  １２時間を超え２４時間

まで  

外国貿易船（関税法（昭和２９

年法律第６１号）第２条第１項

第５号に規定する船舶をいう。

以下同じ。）  

８円４０銭  １１円２０銭  

外国貿易船を除く船舶  ９円２４銭  １２円３２銭  

備考  係留時間が２４時間を超える場合は、その超える係留時間につき、１

２時間までごとに（１２時間未満は１２時間とする。）、次の区分に従い、

それぞれ定める額を加算する。  

ア  外国貿易船  ５円６０銭  

イ  外国貿易船を除く船舶  ６円１６銭  

（２） 岸壁使用料を除く港湾施設の使用料  

次の区分に従い、それぞれ定める額  

ア  船舶給水施設使用料（外国貿易船を除く船舶に係るものに限る。）、

上屋使用料、オープンヤード使用料、水面貯木場使用料、荷役機械使

用料、物揚場護岸使用料、港湾敷地使用料（使用期間が１か月未満の

ものに限る。）、廃油処理施設使用料及び木皮焼却施設使用料  別表

により算定した額に１００分の１１０を乗じて得た額  

イ  船舶給水施設使用料（外国貿易船に係るものに限る。）及び港湾敷

地使用料（使用期間が１か月以上のものに限る。）  別表により算定

した額  

（３） 目的外使用料  相当する港湾施設の使用料の額に１００分の１５
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０を乗じて得た額  

（４） 占用料  

釧路市道路占用料条例（平成１７年釧路市条例第１９８号）第２条の

規定の例により算定した額  

２  使用料等の徴収方法、納期及び算定について必要な事項は、この条例に

定めるもののほか、規則で定める。  

（自動販売機の設置に係る目的外使用許可等）  

第１２条の２  自動販売機の設置に係る港湾施設の目的外使用の許可の期間

は、３年を超えない期間とする。この場合において、指定管理者（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管

理者をいう。以下同じ。）がその管理をする施設において自動販売機を設

置するときは、その指定の期間を超えることができないものとする。  

２  自動販売機の設置に係る港湾施設の目的外使用料は、前条第１項第３号

の規定にかかわらず、次により算定した額の合計額とする。  

（１） １台につき月額５２３円（港湾敷地に設置する場合にあっては、

１台につき月額５００円）  

（２） 自動販売機の売上額（消費税及び地方消費税を含む。）に市長が

別に定める割合を乗じて得た額  

３  次に掲げる場合においては、前項第２号の使用料は徴収しない。  

（１） 指定管理者がその管理をする施設において自動販売機を設置する

場合  

（２） 市長が特に必要と認めた場合  

４  自動販売機の設置に係る港湾施設の使用許可をする場合には、電気料を

その使用料に加算して徴収する。ただし、市長が加算して徴収することが

適当でないと認めた場合は、この限りでない。  

５  自動販売機の設置に係る目的外使用料の徴収方法、納期及び算定につい

て必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。  

（使用料等の減免）  
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第１３条  市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１２

条第１項及び前条第２項に定める使用料等を減額し、又は免除することが

できる。  

（１） 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用、公共の用又は公益の

用に供するとき。  

（２） 災害その他使用者等の責めに帰すことのできない理由により、当

該港湾施設を使用し、又は占用することができないとき。  

（３） 海難及び傷病人の手当等のため、船舶が緊急入港するとき。  

（４） その他市長が特別の理由があると認めるとき。  

２  前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その

理由を付して市長に申請しなければならない。  

（使用料等の不還付）  

第１４条  既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付す

ることができる。  

（行為の禁止）  

第１５条  港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。  

（１） 外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び港湾環境整備施設に車両、

貨物その他の物件を放置すること。  

（２） 水域施設に廃船、沈没船その他の物件を放置すること。  

（３） 指定個所以外に廃油、ごみその他これに類する廃物を投棄するこ

と。  

（４） その他規則で定める行為をすること。  

（行為の許可）  

第１６条  港湾施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で

定めるところにより市長の許可を受けなければならない。  

（１） くん蒸施設を有しない場所においてくん蒸作業を行うこと。  

（２） 指定個所以外において爆発物その他の危険物又は飛散するおそれ
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のある貨物を取り扱うこと。  

（３） 水域施設において船舶から木材を水上におろし、及びそのいかだ

組みを行うこと。  

（４） 見学会及び写生会等団体で当該港湾施設の用途又は目的にそわな

い行為を行うこと。  

（監督処分）  

第１７条  市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り

消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条

件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶

の移動、工作物等の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物

等により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために

必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復

することを命ずることができる。  

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者  

（２） 許可に付した条件に違反した者  

（３） 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者  

２  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた

者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。  

（１） 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営

むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分

を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることが

できなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失

ったとき。  

（２） 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。  

（３） 前２号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を

図るためその他公益上必要があると認めるとき。  

３  前２項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合におい

て、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、
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市長は、その者の負担において当該措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合において

は、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までの当該

措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該

措置を行う旨を、あらかじめ公示しなければならない。  

（報告の徴収等）  

第１８条  市長は、港湾施設の適正な管理を確保するため必要があると認め

るときは、許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員をして当

該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に

立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他

必要な物件を検査させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。  

３  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。  

（入出港届）  

第１９条  市長は、船舶が港湾施設を使用する目的をもって港湾区域に入港

したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより入出港届を提出させることができる。  

（損害賠償）  

第２０条  市長は、許可を受けた者が港湾施設を滅失し、損傷し、又は汚損

したときは、その損害の賠償を命ずることができる。  

（法第５４条の３第２項の認定を受けた者に貸し付けた港湾施設について

の使用等の許可に関する規定の適用除外）  

第２１条  法第５４条の３第７項の規定により同条第２項の認定を受けた者

に港湾施設を貸し付けた場合における当該港湾施設については、第５条、

第８条第１項、第９条第１項及び第１６条の規定は、適用しない。  

（他の条例による管理等）  
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第２２条  次の各号に掲げる施設の管理及び使用については、この条例の規

定にかかわらず、当該各号の条例に定めるところによる。  

（１） 釧路市東港区北地区緑地  釧路市東港区北地区緑地条例（平成１

７年釧路市条例第２２４号）  

（２） 港湾環境整備施設のうち通常使用の許可を必要としないもの  釧

路市港湾環境整備施設条例（平成１７年釧路市条例第２２３号）  

（委任）  

第２３条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

（罰則）  

第２４条  詐欺その他不正の行為により使用料等の納入を免れた者は、その

納入を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万

円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。  

２  次の各号の１に該当する者は、５万円以下の過料に処する。  

（１） 第５条、第８条第１項、第９条第１項、第１０条第１項又は第１

６条第１項の規定に違反した者  

（２） 第１５条の規定に違反した者  

（３） 第１７条第１項又は第２項の規定に基づく市長の命令に従わなか

った者  

（４） 第１８条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前

の釧路市港湾施設管理条例（昭和５６年釧路市条例第２０号。以下「合併

前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  
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３  平成１７年１０月３１日までの間、第１９条中「入出港届」とあるのは、

「入港届又は出港届」とする。  

４  施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併

前の条例の例による。  

（平成２３年５月１日から平成２７年３月３１日までの間における物揚場

護岸使用料の特例）  

５  平成２３年５月１日から平成２７年３月３１日までの間における１隻当

たりの物揚場護岸使用料は、第１２条第１項第２号アの規定にかかわらず、

次の各号に掲げる期間の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる表により

算定した額に１００分の１０８を乗じて得た額をもって当該期間に係る同

号アの物揚場護岸使用料の額とする。  

（１） 平成２３年５月１日から平成２４年３月３１日まで  

使用期間  

総トン数  

１年につき  １か月につき  １日につき  

１０トン未満  ３，８００円  ３８０円  １９０円  

２０トン未満  ５，０００円  ５００円  ２５０円  

３０トン未満  ６，０００円  ６００円  ３００円  

５０トン未満  １０，０００円  １，０００円  ５００円  

１００トン未満  ２０，０００円  ２，０００円  １，０００円  

２００トン未満  ３２，０００円  ３，２００円  １，６００円  

２００トン以上  ４６，０００円  ４，６００円  ２，３００円  

（２） 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで  

使用期間  

総トン数  

１年につき  １か月につき  １日につき  

１０トン未満  ５，１００円  ５１０円  ２６０円  

２０トン未満  ７，５００円  ７５０円  ３８０円  

３０トン未満  ９，５００円  ９５０円  ４８０円  
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５０トン未満  １５，０００円  １，５００円  ７５０円  

１００トン未満  ３０，０００円  ３，０００円  １，５００円  

２００トン未満  ４４，０００円  ４，４００円  ２，２００円  

２００トン以上  ６２，０００円  ６，２００円  ３，１００円  

（３） 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで  

使用期間  

総トン数  

１年につき  １か月につき  １日につき  

１０トン未満  ６，４００円  ６４０円  ３２０円  

２０トン未満  １０，０００円  １，０００円  ５００円  

３０トン未満  １３，０００円  １，３００円  ６５０円  

５０トン未満  ２０，０００円  ２，０００円  １，０００円  

１００トン未満  ４０，０００円  ４，０００円  ２，０００円  

２００トン未満  ５６，０００円  ５，６００円  ２，８００円  

２００トン以上  ７８，０００円  ７，８００円  ３，９００円  

（４） 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで  

使用期間  

総トン数  

１年につき  １か月につき  １日につき  

１０トン未満  ７，７００円  ７７０円  ３９０円  

２０トン未満  １２，５００円  １，２５０円  ６３０円  

３０トン未満  １６，５００円  １，６５０円  ８３０円  

５０トン未満  ２５，０００円  ２，５００円  １，２５０円  

１００トン未満  ５０，０００円  ５，０００円  ２，５００円  

２００トン未満  ６８，０００円  ６，８００円  ３，４００円  

２００トン以上  ９４，０００円  ９，４００円  ４，７００円  

附  則（平成１８年１２月１５日条例第６１号）  

この条例は、平成１９年１月１日から施行する。  

附  則（平成２０年３月１９日条例第２３号）  
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この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則（平成２１年３月２４日条例第２２号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  

（規則で定める日  平成２１年８月２７日規則第４８号により平成

２１年９月３日）  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２３年５月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の釧路市港湾施設管理条例の規定は、この条例の

施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前までの使

用に係る使用料については、なお従前の例による。  

附  則（平成２６年３月２０日条例第１４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第１条中釧路

市港湾施設管理条例第１２条第１項の改正規定（同項第１号に係る部分に

限る。）及び附則第５項の改正規定、第２条中釧路市港湾環境整備施設条

例別表第２第２号の改正規定並びに第３条の規定は、同年５月１日から施

行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の釧路市港湾施設管理条例（以下「新港湾施

設管理条例」という。）第１２条第１項第２号ア及び第３号の規定は、こ

の条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、次

に掲げる使用料については、前項ただし書に規定する規定の施行の日（以

下「一部施行日」という。）以後の使用に係るものから適用し、一部施行

日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。  

（１） 船舶給水施設使用料  

（２） 港湾敷地使用料（一般使用に係る部分に限る。）  



13/17 

（３） 目的外使用料（一般使用に係る部分に限る。）  

３  新港湾施設管理条例附則第５項の規定は、一部施行日以後の使用に係る

物揚場護岸使用料について適用し、一部施行日前の使用に係る物揚場護岸

使用料については、なお従前の例による。  

４  前項の場合において、第１条の規定による改正前の釧路市港湾施設管理

条例（以下「旧港湾施設管理条例」という。）第５条の規定による物揚場

護岸の使用の許可に基づき、一部施行日前から一部施行日以後引き続き物

揚場護岸を使用するときの当該使用に係る物揚場護岸使用料については、

次の各号に掲げる使用期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

（１） １年間  旧港湾施設管理条例附則第５項に規定する物揚場護岸使

用料の額で同項第４号の表により算定した使用期間１年についての額に

１２分の１を乗じて得た額に、新港湾施設管理条例附則第５項に規定す

る物揚場護岸使用料の額で同項第４号の表により算定した使用期間１年

についての額に１２分の１１を乗じて得た額を加えた額  

（２） １か月間  旧港湾施設管理条例附則第５項に規定する物揚場護岸

使用料の額で同項第４号の表により算定した使用期間１か月についての

額に使用期間の初日から一部施行日の前日までの日数を３０で除して得

た割合を乗じて得た額に、新港湾施設管理条例附則第５項に規定する物

揚場護岸使用料の額で同項第４号の表により算定した使用期間１か月に

ついての額に一部施行日から使用期間の末日までの日数を３０で除して

得た割合を乗じて得た額を加えた額  

附  則（平成３０年３月１９日条例第１８号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年５月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。  
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附  則（平成３０年９月２７日条例第４０号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第２１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の釧路市港湾施設管理条例（以下「新条例」とい

う。）第１２条第１項第２号ア及び第３号の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施

行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。  

３  前項の場合において、この条例による改正前の釧路市港湾施設管理条例

（以下「旧条例」という。）第５条の規定による物揚場護岸の使用の許可

に基づき、施行日前から施行日以後引き続き物揚場護岸を使用するときの

当該使用に係る物揚場護岸使用料については、次の各号に掲げる使用期間

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

（１） １年間  旧条例第１２条第１項第２号アに規定する物揚場護岸使

用料の額で旧条例別表により算定した使用期間１年についての額に１２

分の６を乗じて得た額に、新条例第１２条第１項第２号アに規定する物

揚場護岸使用料の額で新条例別表により算定した使用期間１年について

の額に１２分の６を乗じて得た額を加えた額  

（２） １か月間  旧条例第１２条第１項第２号アに規定する物揚場護岸

使用料の額で旧条例別表により算定した使用期間１か月についての額に

使用期間の初日から施行日の前日までの日数を３０で除して得た割合を

乗じて得た額に、新条例第１２条第１項第２号アに規定する物揚場護岸

使用料の額で新条例別表により算定した使用期間１か月についての額に

施行日から使用期間の末日までの日数を３０で除して得た割合を乗じて

得た額を加えた額  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  
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この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（令和元年１２月２３日条例第３１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正）  

２  釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成３１年釧路市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。  

（「次のよう」省略）  

附  則（令和２年３月２４日条例第１８号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。  

附  則（令和３年１２月１４日条例第３４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。  

附  則（令和６年７月２日条例第２９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ
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る。  

別表（第１２条関係）  

使用料の区分  金額等  

物揚場護岸  １  使用期間１隻１年につき  

総トン数１０トン未満  ９，０００円  

総トン数２０トン未満  １５，０００円  

総トン数３０トン未満  ２０，０００円  

総トン数５０トン未満  ３０，０００円  

総トン数１００トン未満  ６０，０００円  

総トン数２００トン未満  ８０，０００円  

総トン数２００トン以上  １１０，０００円  

２  使用期間１隻１か月につき  

総トン数１０トン未満  ９００円  

総トン数２０トン未満  １，５００円  

総トン数３０トン未満  ２，０００円  

総トン数５０トン未満  ３，０００円  

総トン数１００トン未満  ６，０００円  

総トン数２００トン未満  ８，０００円  

総トン数２００トン以上  １１，０００円  

３  使用期間１隻１日につき  

総トン数１０トン未満  ４５０円  

総トン数２０トン未満  ７５０円  

総トン数３０トン未満  １，０００円  

総トン数５０トン未満  １，５００円  

総トン数１００トン未満  ３，０００円  

総トン数２００トン未満  ４，０００円  

総トン数２００トン以上  ５，５００円  
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船舶給水施設  １立方メートルごとに  

夏期  ５７５円  

冬期  ８６３円  

ただし、総給水量が１５立方メートル未満の場合には、

１５立方メートルとみなす。  

港湾敷地  １  一般使用  １平方メートルごとに  

１５日まで１日１円  

１６日以降１日２円以内  

２  専用使用  １平方メートルごとに  

１級地 月  １５０円以内  

２級地 月  ５０円以内  

上屋  １平方メートル月  ５７０円  

オープンヤード  １平方メートル月  ７５円  

水面貯木場  １  整理水面使用  １平方メートル  月  ５円  

２  貯木水面使用  １平方メートル  月  １０円  

廃油処理施設  １  ビルジ  １立方メートルまでごとに  ２，３００円  

２  コレクトオイル  １立方メートルまでごとに  ５，６

００円  

木皮焼却施設  月  ３６３，０００円  

荷役機械  １  石炭荷役機械（附帯施設を含む。）  

１基  月  ９，４４７，０００円  

２  ガントリークレーン（附属設備を含む。）  

１基  １時間  ４６，５００円  

備考  

１  船舶給水施設の項中「夏期」とは４月１日から１１月３０日までとし、

「冬期」とは１２月１日から翌年の３月３１日までとする。  

２  港湾敷地の項に規定する級地の適用地区については、規則で定める。  

 


